令和7・8年度物品の買入れ等に係る競争入札参加資格審査申請要領　追加受付    まんのう町
　まんのう町が発注する物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の契約（建設工事及び建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等に係るものを除く。）に係る入札参加資格審査の申請をしようとする者は、この要領に従い申請してください。
 (
有効期間
)


●入札参加資格の有効期間は、１年間（令和８年４月１日～令和９年３月３１日）です。

 (
業者の定義
)

●町内業者・・・申請登録する営業所がまんのう町内にある者
 (
（
まんのう町外）
)●県内業者・・・申請登録する営業所が香川県内にある者（ただし、町内業者に該当する者を除く。）

●県外業者・・・町内業者及び県内業者以外の者
※営業所とは、本店（本社）、支店（支社）、営業所等をすべて含みます。
 (
注意事項
)


●申請できる営業所は１ケ所とします。本店、支店等の両方からの申請はできません。
●申請書に使用する印は、実印（法人は法務局、個人は市町村長に登録している印鑑）を押印すること。

 (
審査日時・場所
)


申請書類を記入の上、次の審査日に提出書類を郵送、または持参にて提出してください。
（※なるべく郵送による提出にご協力ください。）
	区分
	提出方法
	審査日時（土・日・祝日を除く。）
	審査場所

	町内業者
	郵送又は持参
	令和８年１月１３日（火）～１月２３日（金）
      午前 ９時３０分 ～ １１時
      午後 １時　　　　～　３時
	まんのう町役場本庁
３階第４会議室

	
県内業者
（まんのう町外）
県外業者
	郵送
	
	


　※上記時間外は受付を行いません。時間厳守でお願いします。
※受領書等の返送を希望される場合は、任意の受領書と切手を貼付した返信用の封筒もしくは返信用のはがき等を同封してください。
郵送先　〒766-8503
 (
（
１月２
３
日
(
金
)
消印有効
）
)　　　　　　　　香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０番地
　　　　　まんのう町役場　総務課　財産管理係　宛

 (
提出書類等
)

＜注意事項＞
・提出書類（コピーで提出する書類は、必ずＡ４判に統一すること。）
・提出前に必ずチェックリストを確認し、不足書類がないようにしてください。
※表中左記番号はチェックリストの番号に対応しています。
※書類に不備がある場合は、受付ができない場合がありますのでご注意ください。

	No
	提出書類
	注意事項

	①
	チェックリスト
	該当区分に応じ、必要書類をご確認ください。

	②
	競争入札参加資格審査申請書
	記入例を参照し、作成してください。

	③～⑥
	納税証明書等
（コピー可）
	・３～４ページで指定するもの。
・申請日前３ヶ月以内に発行されたもの。
※新型コロナウイルス感染症等に係る納税猶予、徴収猶予を受けている場合は、猶予額のわかる書類を提出してください。

	7 
	(法人)　登記事項証明書
(個人)　本籍地の市区町村が発行する身分証明書
(コピー可)
	申請日前３ヵ月以内に発行されたもの。

	8 
	委任状（原本）
	申請者から営業所等の代表者に入札(見積)、契約及び代金の請求受領等の権限を委任する場合に限る。

	9 
	入札に使用する印鑑等の届出書
	

	10 
	ＩＳＯ(国際標準化機構)規格の登録証(コピー)
	ISO 9001又はISO 14001を取得している場合は登録証の写しを添付してください。登録証が日本語以外で記載されている場合は、日本語に訳したものを添付してください。

	11 
	特約店・代理店関係を証明する書類(コピー)
	「特約店代理店となっているメーカー名」を記入した場合に限る。

	12 
	決算状況を明らかにする書類
	【法人の場合】
　貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等で、申請日直前の事業年度の決算のもの。
【個人の場合】
　青色申告書など決算状況が分かるもの。

	13 
	営業に関し、許可・認可・登録等を必要とする業種についての証明書類(コピー)
	８ページの営業種目「8，9，19，31，32，36，41」の場合は必須
（例）
・医療用具販売業　・医薬品販売業　・計量器販売業
・燃料販売業　・揮発油販売業　・金属くず商　・古物商
・建築物清掃業　・警備業　・人材派遣業　・屋外広告業　
・廃棄物処理業　　など
※なお、自動車の販売・整備の申請者は、『自動車分解整備事業の確証書』コピーを添付してください。

	14 
	公共職業安定所に提出済の障害者雇用状況報告書(コピー)
	「障害者の雇用の促進等に関する法律」により報告義務のある常時雇用労働者数が４０．０人以上の場合に限る。
受付印を押しているもの（インターネットによる報告をした場合は受付印不要）



 (
納税証明書等（コピー可）
)

	番号
	必要な納税証明書等
	県内業者
	県外業者

	
	
	まんのう町内に営業所がある場合
	まんのう町外に営業所がある場合
	

	③
	国税　滞納がない証明
	○
	○
	〇

	④
	香川県税　完納証明書（全ての税目）　　　　　　　　
	○
	○
	

	⑤
	まんのう町税　滞納のない証明書（全ての税目）　　　　　　　
	〇
	
	

	⑥
	個人住民税の滞納がない旨の証明書
	
	△
	



＜備考＞
１）法人は様式その３の３（「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない
証明）、個人は様式その３の２（「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」について未
納税額の無い証明）を提出してください（免税業者も発行されます）　　  ・・・③
　　２）県税の納税証明書の発行を請求するには、法人等の代表者印が必要になります。また、受領に当たり、窓口に来る方の印鑑が必要です。交付手数料として、１通につき400円の県証紙が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 ・・・④
　　３） 町税の納税証明書の発行を請求するには、法人等の代表者印が必要になります。また、受領に当たり、窓口に来る方の印鑑が必要です。交付手数料として、１通につき300円が必要です。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　・・・⑤
４）個人住民税の滞納がない旨の証明書は、香川県内（まんのう町除く。）の個人事業主の
み提出してください。令和７年１月１日現在の申請者の住所登録地において証明を受け
たものが必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・・・⑥
　　




○　国税(法人税・消費税)納税証明書発行の受付窓口・・・③
	税務署名
	住所
	電話番号

	高松
	高松市天神前2番10号　高松国税総合庁舎
	087－861－4121

	坂出
	坂出市京町2丁目6番27号　坂出合同庁舎
	0877－46－3131

	丸亀
	丸亀市大手町2丁目1番23号
	0877－23－2221

	観音寺
	観音寺市坂本町6丁目2番7号
	0875－25－2191

	長尾
	さぬき市長尾西871番地1
	0879－52－2531

	土庄
	小豆郡土庄町甲6192番地2
	0879－62－1301


　　 ※それぞれ管轄地域があります。事前に確認のうえご利用ください。

○　香川県税納税証明書発行の受付窓口（土、日、祝日を除く8時30分～17時）・・・④
	担当窓口
	住所
	電話番号

	香川県税事務所
	高松市松島町1－17－28
	087－806－0302

	中讃税務窓口センター
	坂出市江尻町1355
	0877－46－0421

	東讃県民センター
	さぬき市津田町津田930－2
	0879－42－1370

	小豆県民センター
	小豆郡土庄町渕崎甲2079－5
	0879－62－2266

	中讃県民センター
	善通寺市生野本町1－1－12
	0877－62－9610

	西讃県民センター
	観音寺市坂本町7－3－18
	0875－25－5200



〇まんのう町税納税証明書発行の受付窓口（土、日、祝日を除く8時30分～17時）・・・⑤
	担当窓口
	住所
	電話番号

	まんのう町役場税務課
	仲多度郡まんのう町吉野下430
	0877-73-0104



 (
提出書類の記入上の注意
)

（１）　競争入札参加資格審査申請書・・・②
 １．申 請 者 （本社情報）
①　申請者が法人の場合は本社の代表者、個人の場合は本人とすること。
　　 ②　申請者の記載内容は、登記事項証明書に記載の内容であること。（住所、代表者職名等）
　　 ③　申請者の電話番号は、法人の場合は本社の代表番号、個人の場合は事業所等の代表番号を記入すること。
　　 ④　ISO9001又はISO14001の取得状況について記入し、取得している場合は登録証の写しを添付すること。なお、登録証が日本語以外で記載されている場合は、日本語に訳したものを添付すること。
　　　　 また、申請日現在で、有効な期間（更新している場合は、更新日から有効期限の満了の日まで）について記載すること。

２．競争入札参加資格者名簿に登載しようとする本社又は営業所　（契約先情報）
①　申請者（本社）がまんのう町と直接取引を希望する場合　→　申請者（本社）をもう一度記入。
②　申請者が入札（見積）、契約及び代金の請求受領などの権限を営業所等に委任する場合
→　受任者となる営業所等について記入。なお、営業所等の代表者に権限を委任する場合は、
法人等の代表者からの委任状を添付すること。

　３．営業種目　
　　　①　８ページの営業種目中、主な種目を１つだけ選び、その番号を記入すること。
　　　　注意）下記 ７．その他  の③参照

　４．営業種目の詳細　
　　　①　営業種目の詳細は、主たる営業内容の欄には、３．営業種目　 で選んだ営業種目の詳細をまず記入し、次にそれ以外の営業も主として行っている場合はその内容を記入する。
　　　②　従たる営業内容の欄には、上記以外に付随的に営業を行っている場合等があればその詳細について記入すること。

５．特約店・代理店及び主要取引メーカー関係  
①　申請者が特約店・代理店となっているメーカー名の欄は、製造元・総発売元など仕入れ先と特約店又は代理店契約を結んでいる場合について、その仕入れ先メーカー名を記入すること。
（この場合、特約店・代理店関係を証明する書類を添付すること。）
②　上記以外の主要取引メーカー名の欄には、特約店・代理店関係を除く主要な仕入れ先メーカー名を記入すること。

６．営業経歴等  
①　設立年月日は、法人の場合は登記事項証明書の設立年月日、個人の場合は事業等を開始した年月日を記入すること。
②　営業年数は上記の設立年月日から、申請日の属する月の初日までの通算の営業年数を記入すること。（１ヶ月未満は切捨て）
③　払込資本額は、申請日直前の決算時における、法人の場合は貸借対照表の資本金額、個人の場合は所得確定書類の元入金額を千円単位(千円未満切捨て)で記入すること。
④　現在資本額は、申請日直前の決算時における下記を千円単位(千円未満切捨て)で記入すること。
法人の場合＝貸借対照表：純資産合計額
個人の場合＝所得確定書類：(事業主借＋元入金＋青色申告前の所得金額)－(事業主貸)
⑤　製造販売実績は申請日直前の決算時における、法人の場合は損益計算書の売上高、個人の場合は所得確定書類の売上金額を千円単位(千円未満切捨て)で記入すること。
⑥　従業員数は、申請日の属する月の初日の本店及び支店等の全従業員で常時雇用している従業員の総数を記入すること。
⑦　うち障害者雇用数は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により報告義務のある常時雇用労働者数が４０.０人以上の場合は、障害者雇用状況報告書「計」に記載のある人数、報告義務のない場合は、申請日の属する月の初日の常時雇用障害者の総数を記入すること。

７．その他　
①　取引実績は、これまで官公署と取引実績がある場合に、官公署名、契約金額及び契約名称等を記入すること。(１契約単位とし３件まで)
②　営業上の許可、認可等の欄は、営業を行ううえで許可、認可、登録等を必要とする業種の場合、その名称を記入し、またそれを得たことを証する書面又は写しを添付すること。
③　備考の欄は、営業種目を「３　一般印刷類」及び「４　地図・フォーム印刷類」の登録を希望する場合に限り、所有している印刷機等の印刷設備の名称、品番等を詳細に記入すること。

８．申請担当者　
　申請担当者欄は、申請内容に不明な点がある場合の連絡先となるので、実際にこの申請書を作成した担当者名等を記入すること。
（２）　委任状、入札に使用する印鑑等の届出書
　　　　　別添の指定様式に必要な事項を記入し、押印のうえ提出すること。

（３）　申請書及び添付する書類の作成に用いる言語等
1 申請書、決算状況を明らかにする書類は、日本語で作成すること。
なお、その他の書類で外国語で記載しているものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
2 申請書、決算状況を明らかにする書類に記載する金額については、日本国通貨で表示すること。なお、その他添付書類で外国貨幣で表示してあるものは、日本国通貨に換算したものを付記し、又は添付すること。

 (
競争入札に参加することができない者
)

（１）　次のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加することができません。
      ①  契約を締結する能力を有しない者
      ②  破産者で復権を得ない者

（２）　次のいずれかに該当する者は、その事実に該当すると認めた後３年間競争入札に参加することができないことがあります。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とします。
    　①　契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
    　②　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
      ③  落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
      ④  地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
      ⑤  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
      ⑥  ①から⑤までのいずれかに該当すると認めた後３年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者















 (
ファイルの有無について
)
　
　
	提出部数
	１部

	ファイル
	フラットファイル(緑色系、Ａ４判)。

	綴り方
	・「チェックリスト」に掲げる順番で綴じこんでください。
・コピーで提出できる書類は必ずＡ４判に統一してください。
（原本で提出する書類がＡ４判のより小さい時はＡ４判の台紙に貼付すること。またＡ４判より大きい時は書類を折り込んで対応すること。）
・ファイルの背表紙の下には商号を記載してください。




 (
　
○○○○株式会社
　
)　　　　(記載例)





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　背表紙の下部分に商号を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載してください。










 (
問合せ先
)


◆申請書等についての問合せ先◆
　　　まんのう町役場総務課　　ＴＥＬ　０８７７(７３)０１００










＜参考＞


営　業　種　目


1

　１　
　２　
　３　
　４　
　５　
　６　
　７　
　８　
　９　
１０　
１１　
１２　
１３　
１４　
１５　
１６　家具木工類
１７　
１８　
１９　
２０　　　　　
２１　
２２　
２３　
２４　
２５　
２６　
２７　
２８　
２９　木材類
３０　
３１　
３２　
３３　
３４　
３５　コンピュータ処理・ソフトウエア開発
３６　
３７　
３８　
３９　そ　　　　　　　の　　　　　　　他
４０　森林整備

                                            ４１ 廃　棄　物　処　理　業


※営業種目番号に　　　があるものは、営業に関する許可、認可、登録等を得たことを証する書面又はその写しを添付すること。その他の業種については、必要に応じて添付すること。
